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教育用計算機システムの利用案内

1 . 教育用計算機システムの利用について

・授業で教室を利用する

豊中教育研究棟、吹田教育実習棟の各教室を本学各部局の授業のために利用することができま

す教室利用申請書はサイバ メー アイアセンターのホームページ＊からダウンロードしてお使い願

います。

・教育・研究で利用する

サイバーメデイアセンターで行われる授業の利用に支障のない範囲内において、教官その他の

方が教育・研究のために教室を利用する場合、センター長が適当と認めた場合には利用できます。

・学生個人の利用

豊中教育研究棟、吹田教育実習棟の各教室を利用した授業を受講していない学生でも本学の学

生であれば、利用することができます。学部生は入学時に全員利用登録していますが、大学院生、

研究生、聴講生及び修了年限を経過した学部生は豊中教育研究棟、吹田教育実習棟事務室窓口で

申請手続きをして下さい。（要学生証）

2. 開館時間

豊中教育研究棟

（月～金）午前 8時 50分～午後 4時 50分

中教育実習棟

（月～金）授業開講期間中：午前 8時50分～午後 II時

休講期間中：休 館

（土） 午前 10時～午後 6時

吹田教育実習棟

（月～金）授業開講期間中：午前 8時50分～午後 9時50分

休講期間中：午前 8時 50分～午後 4時 50分

・事務室窓口受付時間 ：午前 8時 50分～午前 11時45分

：午後 12時45分～午後 4時 50分

休館等の詳しい日程は館内の掲示板やホームページでお知らせします。

情報教育システム (http://www.ecs.cmc.osaka-u.ac.jp/index2.html)

CALLシステム (http://www.cmc.osaka-u.ac.j p/j/call) 
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2003年度第1学期サイバーメディアセンター教室使用計画表

1限1.y 教
月 火 水 木 金宕

第 文学部 1年
1 ·I、,'iWi!;IIJJ.~位さ

第 I公(I公）・札i I年 文学部 1年 法学部 l介：． JIil・イヒ学科 3年
2 村i什姓舌/IJJ/dlを 'ii'ii:IU竹JIJJ/,;f,;も 法情報学 1C 化学プログラミング

第 ['. 店(['.ペ）・歯 l介： 文学部 l年
1 3 ti'Hfli!; /IJ)t屈も it'i Nlit; Ill A~ft~ 

時
第 朕（阪）・ 1'1:l 1年 文学部 1年
4 ti'Hlli!;JIJ J/s位さ i'i'it札ii'i/lJJ,!;位さ

限
第 法学部 ］介：．
5 法情報学 ld
i1i 
セ

吹
Ill 
第

人i'間,'i科朴H学叶J部IJJHa1もq-, 
駐・イt学 i:心学 3イI'

1 化学l冴埒斑晋皿

第 AliiJ,f, 斗‘ヽf:森II 1 if 法学部 l介： Jt,'心I・システム 2年
2 村iWit;JIJJk位も 法-h'i恨学 1a コンピュータ）1；礎油洲

第 JヽlllH斗?i¥11 1 イド JI!! . lj,_物学科 3年 ),~· ,,, 鳴物 2 年

2 3 1M札_/丙JIJJ,1;位き 生物柏~恨科学 コンピュ タL学）M楚油料

時
月!. ,,,. 物学科 2年

物質生物学B
限

法学部 l介＇^
法・h's報学 lb

小人，,,間船科/JJI』学部 3年Jlfliiif'W T T 

Jk・-1, り報科学 1年 J,i; ・イじ学1: 学 2介：
晶・"I",り恨科学 l介： J:.', じh'iエネ 1年

プログラミングA コンピュータ・
プログラミングA 'h'iNii;riJIJJHt~C プログラミングA

第 ),~··, じfl勿珂! 1ィ，i ),~ ・システム・機械2年 [.', 尉Iiエネ 1年
2 'li'i報活Jij晶礎 伯報機械学 'l'i'i報活IllJ,1~ 礎c
第 J,1~. 伯報科学 1年 )/;. シ情ステ報機ム械・機学械2年 ),~ ・i'i'i報科学 1年 L. ・, じ情エネ 1年

3 3 プログラミングA プログラミングA ii'lfl姓丙/IJ}森屈もC
時 第 ),t . その他 1年 r・虚情エネ 1年

限 4 Ni汁姓丙/IJJ森｛楚 'h'i汁好丙/IJJ,t;似~c
第 },Hヒ,t,、i::,Jll 1介：． 則学部 1年 生命機能研究科 Jlj! ・数学科 4年
5 柏報活IIJJ店礎 自然科学実験 I コンピュ ター科学演やI7/3 応/fj数則学 7
'iii ),~. i勿竹：i勿jり'. 3介：
セ 物性実験

吹 1: ・地球（船舶） 2年 tl/ii平 rJ: 学オ交 2年
Ill 1'1"1 '""パ" >1．}． 1 1, り！学：

第 耶学部 lポ 1: ・I, む）fl自然 1年 ['/1~、9り'やf1li木丙11tIIJJ,~ 1 机さ11' 
薬 1年

1 ↑ ,'iHli舌/!JJ~位き 佑報活）IP店礎A 'h'if!Ii竹IllJI<屈も

第 雌学部 l介： i:.,、~:mn 然 l 年
),~.、1じ f物則・エレ 2年

医・保健 1年 薬学部 1年
2 -ti'd札:i[i/lJJ,~屈も 伯恨活JI)),~礎A エレクトロニクス演宵A

情報活JIJJ.~礎 WWi丙JIJJ,1s祉t4/23・5/28・6/25・9/10 
第 雌学部 1年 l・:. I, も/IJ!'I ク~, 1 イド I欠・保健 1年

4 3 伯報活川）尉礎 、h'i恨括/IJ)糾礎A ii'itllifi /lJ J/i位も
時 第 則学部 l介： i: . 1, む）IJ i'I夕方 l イド
限 4 i,'iWi/i/lJJ店位さ 情報括JIJJ/;礎A

第 Jk. その他 1年 )/:;. システム・機械2年 JIH学部 l介： 生命機能研究科 雌・数学科 2年
5 ti'i恨活IllJk礎 ・11り報機械‘`芥 自然科学実験 I コンピュ ター科学演宵 7/3 実験数学2a 
梢 ）森.~ 勿t'IJ勿,1n 3年 )/; . 収l!lt'l:t勿且!l 3 {f 
セ 物性実験 物性実験

吹 i: . ・,t計，り (/J;(f}J) 2年
Ill I I 
第

ノヽ l"心J'IJIil. 学"実'ヽ験L,'I・ 
JJ; . r・I年

1 i'i'i f柘if;/11),~屈も

第 人間心科理学学部実験2 ,10 店・情報科学 1年 晶・システム科学 1年 )/; ・システム科学 1年
2 

5/19・5/26・6/2・6/9 伯報活）IJ)店礎 '111/tui/iltJJ,t位t 情恨活illJ店礎

第

5 3 

時 第 'h'i報礼会の議Ill]題
限 4 (J)i礎セミナー）

第 則学部 1年 生命機能研究科 科学であそぽ
5 自然科学実験 I コンピューター科学演料 7/3 （）店礎セミナー）

梢
セ

吹
fll 

授業時間 1時限 8:50-10:20 2時限10:30-12:00 311:J限13:00-14:30 4時限14:40-16:10 5時限16:20-17: 50 
股中教脊研究棟端木数 第 1教室 61台、第 2教室 83台、第 3教室61台、第 4教宅41台、第 5教室 71台、 i-,'f報教fiセミナー屯 21台

吹Ill教脊実夜1棟49台
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2003年度第2学期サイバーメディアセンター教室使用計画表

IIが教
月 火 水 木 金叫＇ぶ

第
l 

第
2 

第

1 3 

時
第

限
4 

第
5 
柏~

セ

吹 l0/20飩l?;'¥114介＇・ AII¥H斗l;を治II 2 1jc 10/16飩i"芥打114イド
Ill .. , ぷ＼・ 1 梢恨処月塙噌 I 歯科
第 ）＆． ,i, 桔・イじ学 1:学 3•I' 
1 機械 1:学演やI2 プロセス J:学B
第 )/;; ・機械科学 2年 梢報探索人l"J
2 機械l冴領ii晋2 （梢報処川1教脊科II)
第
3 

2 第
時 4 

限 第
),~ ・イt学 l・．学 2介：

則・数学科 2年コンピュ ター・5 
プログラミングB

実験数学2b 

伯
),~ ・合成化学 3年

セ コンピュ ター・
プログラミングB

吹 10/201砧j"芥打114イド I0/161見i"/:i¥114介'
Ill ',J:r ・1 歯科補綴ヽ 、次第 l
第 ;r.'I 1 ,10 
l 梢報科学）糾礎

第 Ali¥J店｝＇‘芥 i1II 1介： 法学部 1年 屈・池［・システム 2年
2 心珊‘芥測定 法伯報学 2 コンビュータ J:学演洲
第

3 3 

時
第 社符機シミュレ ション
4 （梢報処則教脊科Ill

限
第 Jり1学部 I'I' 
5 自然科学実験 I
梢 )/i・1勿ヤ1井勿J哨 3介： ),~ ・1勿ヤ1:4勿JIJ!. 3り：
セ 物性実験 物性実験
吹
Ill 

第 )/; . 1年 ;,~. rn鍬科・'1: 1•1° 
I プログラミングB プログラミングB
第 Aliilf斗‘、f:i'tll 1 イド ),~ ・合成化学 2年 )Ji・システム科学 1年
2 心JI![学測定 情報処雌人l"J 伯報処雌演洲
第 ),~ ・i'M1H斗'7= ]'.j: J店・ Hi報科学 1年 ),~ ・システム科学 1年

4 3 プログラミングB プログラミングB MW処,11り演料

時
第 i-.'il'fHL-5-zと倫珂9
4 (i'i'i報処則教脊科Ill

限
第 雌学部 1年 Ni・シスナム科学 1年
5 !'I然科学実験 I 情報処JIil演洲
梢 ）店・物性物理 3年 ）店・システム科学 1年 人文地則学セミナー
セ 物性実験 伯報処月I演晋 (J尉礎セミナー）
吹
Ill 

第
1 

第
2 

第

5 3 

時
第
4 

限
第 理学部 1年
5 n然科学実験 I
梢 UNIXプログフミング
セ （駐礎セミナー）
吹
Ill 

授業時間 1時限 8:50-10:20 2時限10:30-12:00 3時限13:00-14:30 4時限14:40-16:10 5時限16:20-17:50
慨中教ii'研究棟端木数 第 1教室 61台、第 2教室83台、第 3教室 61台、第 4教屯41台、第 5教喉 71台、情報教脊セミナー牙只 21台
吹Ill教仔）評／棟49台
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2003年度第1学期CALL教室使用計画表

時 教
月 火 水 木 金

限 r'-土ュ• 

第
文法経 2年 医歯薬 1年 医歯薬 1年 理 1年 人文 2年

英語 51 0 A 1 英語41 0 A ドイツ語 12 0 A 英語42 0 A ドイツ語31 0 A 
1 

田畑 杯木 岩居 小口 岩居

第
理 1年 医歯薬 1年 医歯薬 1年 工 1年 医薬 2年

フランス語 12 0 A 英語45 0 A ドイツ語 12 0 A 英語420A 英語 51 0 A 1 
1 2 

岩根 田畑 細谷 緒方 仙葉
時

文法経 2年 医歯薬 1年 基 1年 工 1年 基 2年
限 第

英語 51 0 A 1 英語41 0 A フランス語 11 0 A 英語420A 英語 520A
3 

日野 広瀬 岩根 オオ＊ 森

セ
ミ

叫， 英医歯語薬 1年
工 1年 人 2年 人文 1年 A 医歯薬 1年

1 420A 英語450A 英語 51 0 A 2 フランス語 11 0 ドイツ語 11 0 A 
田i:[ll 渡部（演） 仙葉 岩根 細谷

第
基 1年 工 1年 人 2年 法経 1年 理 1年

英語41 0 A 英語41 0 A 英語 51 0 A 2 フランス語 12 OA 英語44 0 A 
2 2 

緒方 田畑 里内 北村 グールド
時

医歯薬 1年 法経 2年 基 2年 基 1年 理 1年
限 第

英語420A ドイツ語32 0 A フランス語31 0 A 英語420A 英語41 0 A 
3 

成田 山下 北村 田畑 渡部（慎）

セ
全学留学生

ミ
英語補講

池田

第
理 2年 理 l年 医歯薬 2年 人 1年 人文法経 1年

英語 51 0 A 1 フランス語 11 0 A フランス語320A 英語45 OA 英語42 0 A 
1 

緒方 井元 北村 緒方 山田

第
工 1年 医歯薬 2年 人文法経 1年

英語440A フランス語320A 英語420A
3 2 

グールド 金崎 小杉
時
限 第

理 2年 人文 2年 医歯薬 2年 人 1年 人文法経 1年

3 英語 51 0 A ドイツ語335A ドイツ語320A 英語430A 英語420A

日野 山下 シュラーク 杯＊ 林＊ 

セ
人文 2年

英語 53 5 A 
ミ

渡部（箕）

第
文法経 1年 人 2年 文法経 2年

英語450A 英語 51 0 A 1 英語 51 0 A 2 
1 

小口 成田 渡部（慎）

第
文法経 1年 文法経 2年

4 2 
英語440A 英語 51 0 A 2 

時
グールド 里内

限 第
文法経 1年 人文 1年 文法経 2年
英語41 0 A ドイツ語 13 5 A 英語 51 0 A 2 

3 
日野 シュラーク 林^木

セ
人文 1年

ミ
英語435A

沖田

第
理学部 4年 全学部 3年 全学部 2年 全学部 3年

5 2 
生物学演習 E ドイツ語44 5 A ドイツ語345A 英語 63 OA 

時
野口 フェーゲル シュラーク 山田

限 セ
全学部 1年

ミ
植物を知り、植物に学ぶ

福井

第
文学部

ベトナム語
6 2 

清水
時
限 セ

全学部 1年

ミ
植物を知り、植物に学ぶ

福井

授業時間― 1時限 8:50-10:20 2時限l0:30-12:00 3時限13:00-14:30 4時限14:40-16:10 5時限16:20-17:50
豊中教育研究棟端末数 CALL第 1教室 10 0台、 CALL第2教室 65台、 CALL第3教室 65台、

マルチメデイアセミナー室 30台
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2003年度第2学期CALL教室使用計画表

時 教
月 火 水 木 金限 ,...__ 土ユ

第
文法経 2年 医歯薬 1年 医歯薬 1年 理 1年 基 2年

1 
英語 51 0 B 1 英語45 0 B ドイツ語 12 0 B 英語42 0 B 英語 51 0 B 1 

小口 田灯II 岩居 ォ＊＊ 日野

第
理 1年 医歯薬 1年 医歯薬 1年 工 1年

フランス語 12 0 B 英語45 0 B ドイツ語 12 0 B 英語42 0 B 1 2 
岩根 里内 細谷 成田時

限 第
文法経 2年 医歯薬 1年 基 1年 法経 2年 文 2年
英語 51 0 B 1 英語43 0 B フランス語 11 0 B ドイツ語31 0 B ドイツ語31 0 B 3 

田畑 仙葉 岩根 水野 岩居

セ
ミ

第
基 1年 工 1年 基 2年 人文 1年 医歯薬 1年

英語41 0 B 英語41 0 B フランス語32 0 B フランス語 11 0 B ドイツ語 11 0 B 1 
緒方 田畑 金崎 岩根 細谷

第
医歯薬 1年 工 1年 法経 1年 医歯薬 1年
英語42 0 B 英語41 0 B フランス語 12 0 B ドイツ語 11 0 B 2 2 

成田 渡部（演） 」ヒ村 斉藤時
医歯薬 1年 法経 2年 基 2年 基 1年 理 1年限 第
英語42 0 B ドイツ言計32 0 B フランス語32 0 B 英語42 0 B 英語45 0 B 3 

田畑 山下 北村 緒方 日野

セ
基 1年 全学留学生

ミ 英語 43 0 B 英語補講
尾崎 池田

第
理 2年 人文法経 1年

英語 52 0 B 英語42 0 B 1 
小口 山田

第
工 1年 理 1年 人文法経 1年

英語44 OB フランス語 11 0 B 英語42 OB 3 2 
グールド 井元 ジェリ ヨコタ村上時
理 2年 理基 1年 理 2年限 第

英語 53 0 B ドイツ語 12 0 B ドイツ語32 0 B 3 
緒方 横山 斎藤

セ
ミ

第
文法経 1年 人文 1年 文法経 2年
英語45 0 B 英語41 5 B 英語 55 0 B 1 

越智 渡部（舘） 里内

第
文法経 1年 文法経 2年
英語44 OB 英語 54 0 B 4 2 
グールド グールド時

文法経 1年 文法経 2年限 第
英語41 0 B 英語 51 0 B 2 3 

緒方 広瀬

セ
ミ

第

5 1 
時

全学部 3年限 第
ドイツ語44 5 B 2 

フェ ゲル

第

6 1 
時

文学部限 第
ベトナム語2 

清水
授業時間 1時限 8:50-10:20 2時限10:30~12:00 3時限13:00-14:304時限14:40-16:10 5時限16:20-17:50
豊中教育研究棟端末数 CALL第 1教室 10 0台、 CALL第2教室 65台、 CALL第3教室 65台、

マルチメデイアセミナー室30台
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情報教育システム分散配置端末部局別責任者名簿

部 局 名 邸目 理責任 者 運 用 責 任 者 設 置 場 所

文 子呂 部 教授金水敏 教授金水敏 研究・講義棟 l階 第5演習室

（内線 5682) （内線 5682)

人間科 部 助教授狩野裕 助手宮本友介 本館 l階計算機室

（内線 8052) （内線 8053)

法 呂子 部 教授三成賢次 助教授養老真 4階 コンピュータ室

（内線 5165) （内線 5175)

理 ,,,.,. 子 部 教授松村昭孝 助教授永友清和 B棟 4階 430号室

（内線 5319) （内線 5308) B棟 2階 220号室

c棟 3階情報処理室

医 呂子 部 教授 田村進一 助教授黒澤努 講義棟 L階学生端末室

（医学科） （内線 3560) （内線 3171) 医学部病棟Bl階 教育訓練室

医 呂子 部 助教授芦田信之 助教授芦田信之 2階看護学セミナー室

（保健学科） （内線 2569) （内線 2569)

歯 呂子 部 助教授玉川裕夫 助教授玉川裕夫 c棟 3階図書室

（内線 2350) （内線 2350)

薬 呂子 部 教授那須正夫 助手山口進康 本館 2階 217号室

（内線 8170) （内線 8172)

工 呂子 部 教授横山正明 助教授戸出英樹 機械系 A棟 3階 325号室

（内線 7932) （内線 7801)

総合研究棟 GSEコモン 2階

情報系実習室

基礎工学部 教授宮崎文夫 講師若宮直紀 B棟 l階 105号室

（内線 6205) （内線 6586)

全学共通教育機構 教授吉田勝行 教授吉田勝行 イ号館 2階計算機室

（内線 5825) （内線 5825)

サイバーメデイアセ サイバーメデイアセン A棟 2階 コミュニケーショ

ンター 夕 ンスペ ス

マルチメデイア教育 マルチメデイア教育

システム運用管理掛 システム運用管理掛

（内線 6806、7952) （内線 6806、7952)
印田J;-o子今 センター 教授西口光一 助教授大谷晋也 留学生センター2階

（内線 7109) （内線 7109) 留学生交流情報室

附属図書館 事務部長 サイバーメデイアセン 本館 B棟 4階

ター 吹田分館新館 l階

マルチメデイア教育 生命科学分館 2階

システム運用管理掛

（内線 6806、7952)

分散端末は、各部局によって管理されています。端末室の利用方法・開室時間・紙やトナーなどの

消耗品の補給等については、各分散端末の管理責任者または運用責任者にお問い合わせ下さい。

機器の故障についてはサイバーメデイアセンター・マルチメデイア教育システム運用管理掛（豊中

地区：内線 6806、吹田地区：内線 7952)へお知らせ下さい。
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SA (Student Advisor)名簿

氏名 所属 学年

高橋潤 情報科学研究科情報ネットワーク学専攻 DI 
和田 情報科学研究科情報ネットワーク学専攻 M2 
小田陽一郎 情報科学研究科情報基礎数学専攻 M2 
久保陽平 情報科学研究科情報基礎数学専攻 M2 
植田健太 情報科学研究科情報基礎数学専攻 Ml 
山口訓央 情報科学研究科情報基礎数学専攻 Ml 
大角祐介 理学研究科物理学専攻 M2 
高橋友彦 理学研究科数学専攻 Ml 
崎山直洋 工学研究科通信工学専攻 M2 
室谷禎文 工学研究科通信工学専攻 M2 
阿部健治 基礎工学部システム科学科 3 
竹村亮介 基礎工学部システム科学科 3 
孫田康雄 基礎工学部システム科学科 3 
仁井谷竜介 基礎工学部情報科学科 3 
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教室・端末室配置図

●豊中教育実習棟 ●吹田教育実習棟

サーバ

室

サーバ室

3階

第 2端末室

.LUI - -• 

Windows躙未 35台
Linux端末 40台
情報コンセント 6口

第 4端末室 第 3端末室

Windows端末20吋Windows端末10台

Linux端末 10台

2階

第 1端末室

-'-JlJ -Windows暉末 15台
Linux端末 35台
情報コンセント 10口

管理室

電気室

第 2教室

Windows端末 42台

2階

オープンラボ I電気室 IWIC 

Windows端末 5台
Linux端末 5台

第 1教室

Linux端末 49台
事務室

1階

1階

ヽヽ ＼ 
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●豊中教育研究棟

倉庫 倉庫

PS EPS P S EPS 

廊 廊 CALL第 3教室

CALL第 1教室

¥Vindows端末 65台

下 1湖 ndows端末 100台 下

マルチメディアセミナ—室

Windows端末 29台
情報Jンセント 4口

口
フリーメテ;ィアスペース

情報教育I , ピ>「--........1 I~ " ,......_______ I惰報叩ゼ介 17口

控た室

言 情報教育第 5教室 I I ! CALL第 2教室

21台
準備室

情報 Linux端末 71台 3 階 I ¥Vindows端末 65台 I 4 階
］ンセント
6口

庫

P S IEPSI倉庫

廊． 廊 I情報教育第4教室

情報教育第 1教室
Linux端末 41台

Linux端末 61台
下 下

情報教育第3教室

Linux端末 61台

------
務室

惜報教育第2教室

1 階
LintLX端末 83台

2 階

受付
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●付属図書館本館 B棟 4階

WC 

EV 

EV 

学
習
用
図

（付属図書館階層図）

展
示
コ
ー
ナ
ー

書庫棟 c棟 B棟 A棟

コ
ー
ナ
ー

6階

5階

4階

3階

CMC端末室

Linux端末 79台
2階

1階

貴重図書、 図書館ホール、

漢藉・和装本 貴重図書室

研究用図害
バックナンパー.

文系雑誌

研究用図書 CMC端末室 学習用図書・大型本

新害、文庵本、 学習用図書、マルチ

理工系雑誌
法令・判例、同和・ メデイア・ネット

研究用図書
（洋）・（和）

人権図書、統計・年 ワーク・コーナー、

鎧、地図、留学生 新着雑誌、マイクロ

コナー 資料室

理[系雑誌（洋）、
書誌・図書目録・索

メインカウンター、

研究用図書 参考・総合利用カウ
引、カード目録

参考同書、ラウンジ
ンター （新聞）、玄関

新聞バックナンパー 事務室 保存資料コーナー

● A315教室（全学共通教育 A棟 3階）

(LL編集室）

WC 

A315教室

WC Windows端末 50台
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電子図書館システムの利用案内

サイバーメデイアセンターでは附属図書館と協力して、学術情報データベースの提供をはじめとす

る電子図書館機能のサービスを行っています。附属図書館内にはマルチメデイア端末や情報コンセン

トシステムを配置し、インターネット上のディジタル情報を活用しながら研究できる環境を提供して

います。また、衛星放送受信・配信システムを導入し、衛星放送番組を学内にリアルタイム配信して
います。

1. データベースサービス
これまで附属図書館が行ってきたデータベースサービスに加え、以下のデータベースの提供を新た

に開始しています。

・CAS 「SciFinderScholor」
・MDL 「CrossFire」
・Elsevier Science 「ScienceDirectNavigator」
・!SI-Thomson Scientific 「Webof Science (Science Citation Index Expanded)」，
「JCRWeb」
・日外アソシェーツ 「MAGAZINEPLUS」,「BOOKPLUS」

ScicnceDirect Navigatorでは、 Compendex,INSPEC, EMBASE等のデータベースが利用できます。

MAGAZINEPLUS, BOOKPLUSは学内から無料で利用することができます。

学内から利用出来るデータベースの一覧については、下記の URLをご覧ください。

http://www.library.osaka-u.ac.jp/others/gakuj04.hlm 

なお、 CrossFire とMAGAZINEPLUS,BOOKPLUSについては、第 6地区（大型計算機利用大阪地区）

に限り、学外へのサービスが可能となっています。 CrossFireは利用条件が厳しく、また 10ユーザま

でとなっています。詳しくは、電子図書館掛(e-mail:d-lib@library.osaka-u.ac.jp)までお問い合わせ下さい。

また、データベースサービスに利用申請をされている講座・研究室等の連絡担当者の方にはすでに

メールでご連絡をいたしておりますが、 Webブラウザを使って利用するデータベースについては、サ

イバーメデイアセンターのポータルシステムから利用していただけるようになっております。ご利用

いただくためには、ポータルシステムのログイン名ごとに利用できるデータベースを設定する必要が

ありますので、講座・研究室等で利用される方のログイン名をお知らせいただいていない場合は、下

記にメールでお知らせいただきますようお願いいたします。

連絡先： db-inq@library.osaka-u.ac.jp (DB検索システム窓口）

2. マルチメディア端末

MPEG2に対応した VOD(Video on Demand)コンテンツが視聴できるマルチメデイア端末を附属図

書館本館 3階に 30台、生命科学分館 4階に 15台、吹田分館 2階に 6台設置しています。この端末は、

サイバーメデイアセンター発行のログイン名、学内システムパスワードで利用できます。また、学生

は、電子メールも利用できます。もちろん衛星放送の視聴、 Webブラウザの利用も可能です。

3情報コンセント
本館 (A棟 B棟 4階グループ室、 A棟 4階.5階研究個室）、生命科学分館 (2階閲覧室北側、 4階

グループ室・個室）、吹田分館（新館 l階・ 2階閲覧室、新館 3階研究個室）に情報コンセントを設置

-93-



しています。マルチメデイア端末と同様に、サイバーメデイアセンター発行のログイン名、学内シス

テムパスワードで持ち込みパソコンを学内 LANに接続し利用できます。

情報コンセントの利用方法等については、下記の URLをご覧ください。

http://www.library.osaka-u.ac.jp/dl/index.html#konscnt 

4衛星放送配信

衛星から受信した放送番組を RealVideo形式で約 350Kbpsの高画質映像ストリームにエンコードし

配信するシステムを導入しています。附属図書館に設置されたマルチメデイア端末だけでなく、大阪

大学内の端末からであれば RealPlayerを使って視聴することができます。最大 60クライアントまで

同時に利用することが可能です。

現在、配信提供している放送番組は、次の 4つです。

・BBCWorld 

・放送大学

・WorldNet 

・中央電視台

電子図書館システムの最新情報は、下記の URLで提供していますので、ご覧ください。

http://www.library.osaka-u.ac.jp/dl/indcx.html 
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大阪大学サイバーメディアセンター教育用計算機システム利用規程

第 1条 この規程は、大阪大学サイバーメデイアセンター（以下「センター」という。）が管理・連用

する教育用計算機システム（以下「教育用計算機システム」という。）の利用に関し、必要な事項を
定めるものとする。

第2条 教育用計算機システムを利用することのできる場合は、次のとおりとする。

1 全学共通教育規程、各学部規程及び各研究科規程で定める授業科目の授業に利用する場合
2 前号の利用に支障のない範囲において、教官その他の者が教育・研究のために利用する場合で
センターの長（以下「センター長」という。）が適当と認めたもの

3 その他センター長が特に必要と認めたものに利用する場合

第 3条 教育用計算機システムを利用しようとするときは、前条第 1号の場合にあっては、当該授業
の担当教官が、同条第 2号の場合にあっては、利用しようとする者が、所定の利用承認申請書を所
属部局長（全学共通教育科目の授業に利用する場合にあっては、原則として、全学共通教育機構長
とする。）を通じてセンター長に提出し、その承認を受けなければならない。

第4条 センター長は、前条の申請を承認したときは、当該利用のための利用者番号を明示して、申
請者に通知するものとする。

2 前項の利用の承認期間は、 1年以内とする。ただし、当該会計年度を超えることはできない。

第5条 教育用計算機システムの利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、承認を受けた
目的及び条件以外に同システムを利用してはならない。

第6条 利用者は、教育用計算機システムの利用に際しては、センター長が定める方法に従わなけれ
ばならない。

第 7条 利用者は、利用承認申請書に記載した

事項について変更しようとするときは、速やかに、変更の申請をしなければならない。

2 前項の手続きについては、第 3条の規定を準用する。

第8条 センター長は、必要に応じて、利用者が使用できる教育用計算機システムの機器及びその使
用量等について制限することができる。

第9条 センター長は、必要に応じて、利用者に対し利用の状況及び結果についての報告を求めるこ

とができる。

第 10条 利用者の所属部局（全学共通教育科目の授業に利用する場合にあっては、原則として、全学
共通教育機構とする。）は、その利用に係る経費の一部を負担しなければならない。

2 前項の額及び負担の方法は、センター教授会の議を経て、センター長が別に定める。
3 第 1項の規定にかかわらず、センター長が特に必要と認めたときは、経費の負担を免除することが

ある。

第 11条 利用者が、この規程に違反した場合又は利用者の責によりセンターの運営に重大な支障を生
じさせたときは、センター長は、その者に係る利用の承認を取り消し、又は利用を一定期間停止する
ことがある。
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第12条 この規程に定めるもののほか、教育用計算機システムの利用に関し必要な事項は、センタ

ー長が定める。

附貝iJ

1 この規程は、平成 12年4月1日から施行する。

2 大阪大学情報処理教育センター利用規程（昭和 57年3月17日制定）は、廃止する。

3 この規程施行前に大阪大学情報処理教育センター利用規程に基づき、平成 12年度の利用承認を

受けた利用者にあっては、この規程に基づき利用の登録があったものとみなす。
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大阪大学サイバーメディアセンター教育用計算機システム利用細則

l はじめに

この利用細則は、教育用計算機システムを快適に利用するために守るべき規則を定めたものです。
利用者は、教育用計算機システム利用規程に加えてこれを遵守してください。利用細則に違反した利
用者に対しては、警告、印刷禁止、ログイン停止などの利用制限措置をとることがあります。

この利用細則は、変更することがあります。変更した場合は、掲示版に掲示するほか、電子ニュ
ス等の電子的な手段で広報します。常に最新の利用細則を参照して下さい。

2 教育実習棟及び教育研究棟の教室の利用について

2.1 一般規則

・教育実習棟内は土足禁止です。スリッパに履き替えてください。

・教育実習棟および教育研究棟内では、喫煙及び飲食を禁止します。

・火災等での避難時を除き、教室のドアや非常口の施錠／解錠をしてはなりません。

・配電盤、空調等を操作してはなりません。

2.2 授業中の利用

教育実習棟や教育研究棟の教室で演習や講義が行なわれている場合は、受講生以外はその教室のコ
ンピュータを使用することはできません。講義が始まる前に速やかに退室し、教室使用中は入室しな
いでください。ただし、担当教官の裁量により、余った席で利用者が自習使用することを許可するこ

とがあります。

3 CALL教室の利用について

3.1 一般規則

・入室したら扉を閉め、退席時には椅子を机に寄せてください。

・喫煙および飲食を禁止します。

・配電盤、空調等を操作してはなりません。

．濡れた傘や、開栓した飲料を持ち込まないでください。

・液晶デイスプレイのパネル面には絶対に触れないでください。デイスプレイ輝度調整の必要があ
れば、教官か TAに相談してください。

・ヘッドセット、マウス、キーボードのケーブルは無理に引っ張らないようにしてください。

・ソフトウェアの書き込みはお断りします。

・学生用パソコン以外の装置に触れてはいけません。

3.2 授業中の利用

CALL教室で演習や授業が行なわれている場合、受講生以外は使用できません。講義が始まる前に
退出してください。 CALL授業では指定席です。毎回同じ端末を利用してください。

4 分散端末室の利用について

分散端末室内では、喫煙および飲食を禁止します。分散端末室の利用方法については、各部局の分
散端末管理責任者が決定します。

5 快適に利用するために

教育用計算機システムを快適に利用するために、以下の点を遵守してください。

5.1 コンピュータの利用

・電源操作の禁止
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コンピュータ本体の電源管理は教育用計算機システム運用管理者が制御しますので、利用者は電

源を切らないこと。ただし、省エネルギーのため、ログアウトする際にはデイスプレイ装置の電

源を切ってください。

・課題や宿題を行なう利用者の優先

教育実習棟の教室、 CALL教室、または分散端末室が混んでいる時には、課題や宿題を行う利用

者を優先してください。

．席取り行為の禁止

ログアウトせずに長時間席をはなれたり、荷物で席を占有して食事等にでかけるなどの行為を発

見した場合、教育用計算機システム運用管理者が強制ログアウトの操作をしたり、荷物を除くな

どの対応をして、待っている他の利用者に席を渡します。

5.2 プリンタの利用

・プリンタ用紙の節約

サイバーメデイアセンターで用意しているプリンタ用紙の予算は有限です。不必要な印刷はしな

いでください。また、画面上で読めるものは、できるだけ印測しないようにしましょう。特に、

オンラインの文書・マニュアル・論文などを出力すると、無駄な出力を大量に作成することにな

りがちです。できる限りオンラインのまま参照してください。印刷する前には、画面上でプレビ

ューして内容を確認しましょう。

うまく印刷されない場合には、再度印刷を始める前に、用紙切れや故障が発生していないか確認

してください。不要な出力要求は、キャンセルしておきましょう。

・プリンダ用紙の枚数制限

教育用計算機システムでは、プリンタ用紙の利用枚数を利用者ごとに累計し、一定期間内に出力

できる枚数を制限しています。必要な場合に限り、出力枚数の上限を変更することができますの

で、別途定める手続きに従って申請してください。

・プリンタ故障時の対応

プリンタが故障した場合、教育実習棟の教室では、教育用計算機システム運用管理者もしくは

SA(Student Adviser)に連絡してください。 CALL教室では、授業中は TA(TeachingAssistant)に、そ

れ以外は、 IF事務室に連絡してください。
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大阪大学サイバーメディアセンター教育用計算機システム利用者ガイドライン

］はじめに

この利用者ガイドラインは、教育用計算機システムに関係する各種の規程などをわかりやすく解説

したものです。すべての利用者は、この利用者ガイドライン（指針）をよく読んでから教育用計算機

システムを利用してください。

各種の規程とは以下のものです。まず、教育用計算機システムの利用については、「教育用計算機シ

ステム利用規程」と「教育用計算機システム利用細則」があります。また、教育用計算機システムは

大阪大学総合情報通信システムに接続して運用されていますので、教育用計算機システムのすべての

利用者は、「大阪大学総合情報通信システム運用管理要項」および「大阪大学総合情報通信システム利

用者ガイドライン」を遵守しなければなりません。

この利用者ガイドラインは、変更することがあります。変更した場合は、掲示版に掲示するほか、

電子ニュース等の電子的な手段で広報します。常に最新の利用者ガイドラインを参照して下さい。

2教育用計算機システム

「教育用計算機システム」とは、教育実習棟の教室、 CALL教室、または分散端末室のコンピュー

タ、通信機器、およびそれらの上で動作するソフトウェア群によって構成されるシステムをいいます。

このシステムは、サイバーメデイアセンターによって管理・運営されています。このシステムの利用

目的は、教育用計算機システム利用規程に記載されているとおりです。

3違法行為と不正行為

コンピュータ上およびネットワーク上の行為にも、日本国内においては日本国法が適用されます。

コンピュータは治外法権ではありません。教育用計算機システム上で行われるすべての違法行為を、

教育用計算機システムにおける「違法行為」と呼びます。ただ、いうまでもないことなので、違法行

為を禁じる条項は教育用計算機システムの利用者ガイドラインには含まれていません。また、「法に触

れない行為」と「していいこと」は違います。特に教育的見地から、教育用計算機システム上で行わ

れる、倫理に反する行為及び著しく利用マナーに反する行為を、「不正行為」と呼びます。

教育用計算機システムは大学の施設ですので、大学の施設を用いて無断で行ってはならないことは、

教育用計算機システムにも適用されます。教育用計算機システムを利用して財産的利益を得ること、

例えば、プログラミングのアルバイト、家庭教師や塾講師のアルバイトのための文書作成は行っては

なりません。

目的外利用を含めた不正行為のうち、他人のアカウントを使用することや他人に自分のアカウント

を使用させること、およびシステム運営業務の妨害行為は特に悪質な不正として取り扱います。悪質

と判断した利用者に対しては、利用資格の停止や制限を行います。また、大阪大学通則や大阪大学大

学院通則の規則にしたがった懲戒が行われることがあります。

教育用計算機システムを利用するうえで、他人のパスワードを知る必要は全くありません。したが

って、他の利用者や教育用計算機システム運用管理者のパスワードを調べる行為や知る行為は、それ

を用いてコンピュータの不正利用を行なうための準備行為とみなされます。このような、不正行為の

準備としか考えられない行為を「不正予備行為」と呼びます。不正予備行為は、不正行為と同じよう

に扱います。

4講義／演習中の不正行為

講義や演習中に教育用計算機システム利用規程に反する行為が行われた場合、それが講義や演習に

とっての不正行為かどうかとは独立に、教育用計算機システム利用規程を適用します。教育実習棟の

教室、 CALL教室、または分散端末室における講義や演習における、カンニング、代理出席、他人の

レポートのコピーの提出などに対しては、一般の講義室における場合と同じように扱います。つまり、

不正行為への対処としての出席の不認定、単位の不認定等は、一般の講義室における場合と同じよう
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に、各学部規程に従います。

例えば、ある学生 Aが自分のログイン名とパスワードを友人 Bに教えて、教育用計算機システムを

利用する講義の代理出席を行った場合を考えてみましょう。他人のアカウントの利用をし、またさせ

ているので、 A、Bともに教育用計算機システムの不正利用者として扱います。教育用計算機システム

運用管理者は「代理出席を行ったこと」に対する処分内容には、関知しません。担当教官は、裁量に

より出席点を減点をしたり処分を猶予したりするかもしれません。

5他組織への侵入

教育用計算機システムのネットワーク環境は、「ファイアーウォール」と呼ばれるネットワーク機器

を用いることにより、他のネットワークとは直接の通信ができないような制限を加えています。これ

は、他組織からの不正侵入や、他組織への不正侵入を防ぐための措置です。

大阪大学から他組織のネットワークヘ不正に侵入した場合、大阪大学全体が外部のネットワークと

の接続を切られるだけなく、場合によっては国際問題に発展する可能性があります。このようなこと

から、本システムのファイヤウォールの管理を厳重にしています。利用者のみなさんは、他組織への

侵入を試すようなことは、絶対にしないでください。

また他組織のネットワークヘの不正侵入以外にも、大量の電子メールを送りつけるなど他組織のシ

ステムの運営妨害を行なった場合は、侵入と同様に扱います。また、パスワードの付け忘れなど管理

上の手落ちのあるコンピュータであっても、侵入してはならないことに変わりはありません。これは

例えば、鍵をかけ忘れた家でも無断では入ってはならないのと同様です。

6センター資源の過剰な利用

「過剰な利用」はどこからが過剰になるかがわかりにくいという間題がありますが、結局は、どれだ

け迷惑をかけるかによります。例えば、共同利用のコンピュータ上で大きなサイズのプログラムを実

行したり、多くのプログラムを同時に動作させて他の利用者の利用を圧迫することが過剰な利用にな

ります。例えば、電子メールを大量に発信することは運用妨害につながります。どこからが大量とみ

なされるかは、電子メールのサイズによります。数 Kバイトの電子メール（テキスト形式で数 100文

字）ならば、 200人のクラスメイト全員に送ってもたいして迷惑にはならないでしょう。数 M バイト

(IMバイトは 1024Kバイト）に相当のサイズの電子メールなら、数 10通でも迷惑です。

教育実習棟の教室、 CALL教室、または分散端末室では席数が不足気味ですから、コンピュータを

長時間占有することもやめてください。たとえば計算結果が出るまでに 24時間以上かかるような大規

模な計算処理が必要な場合は、各講座所有のコンピュータで実行するか、教育用計算機システム運用

管理者へ相談してください。

7知的財産の尊重

著作物およびソフトウェアの著作権を尊重することに心がけて下さい。教育用計算機システムに導

入されているソフトウェア（フリーソフトウェアを除く）およびドキュメントをコピーして持ち出し

てはいけません。フリーソフトウェアを外部から持ち込んで利用する場合には、利用者個人の責任の

もとに行って下さい。

著作物の無断コピーに教育用計算機システムを使わないで下さい。著作権法では、私的使用の場合

に関する例外事項の規定があります。教育用計算機システムは利用者の私物でも家庭内でもないので、

教育用計算機システムの計算機の利用は私的使用にはあたらないと考えられます。

電子ニュースの記事は一般の著作物と同じです。著作権を侵害しているかどうかの判断は非常に難

しいですが、例えば、電子ニュースの記事に、出典を明記せずに著作物（歌詞などを含む）の一部を

引用することや、出典を明記しても著作物の全部を引用することなどは著作権を侵害していると考え

られます。

8盗難、物品毀損行為など
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当然のことなので教育用計算機システム利用規程には明文化してありませんが、教育用計算機シス

テムのコンピュータやその部品あるいは未使用のプリンタ用紙などを外へ持ち出すことは、窃盗罪と

なります。

フロッピーデイスク、 CD-ROM、ZIP、MOなどの装置に異物を入れるなど、故意に故障を引き起こ

す行為も犯罪行為です。なお、フロッピーデイスク装置、 MO装置および ZIP装置は形状が似ている

ため、媒体を入れる際に間違えやすいので注意してください。

9運用妨害の禁止

コンヒュータやプリンタの電源の操作及びリセット操作は行ってはなりません。例外は、発煙した

などの緊急時、教育用計算機システム運用管理者が操作を指示した時です。

教育用計算機システムの運用を妨害するような行為（他の利用者のファイル消去、故意のネットワ

ーク妨害など）が発生した場合には、厳重な処分を行います。経済的な被害を与えない行為でも、教

育用計算機システムの運用妨害となる行為はしてはなりません。電源プラグやコネクタを外すなどの

物理的な行為の他、処理不能データの入力、ウィルスの送付など間接的な行為も違法行為です。

教育用計算機システムは多くの利用者が交互に利用します。ログアウトした後も処理を続けるバッ

クグラウンドジョブの使用は、そのコンピュータを次に使用する人の作業の妨げとなるので禁止しま

す。

10ファイルの扱い

教育用計算機システムの各利用者は、教育用計算機システム内に、ある一定量のファイル領域を割

り当てを受け、その管理を委任されています。しかし、ファイル領域はあくまでも大阪大学の資産の

一部であり、利用者の私有物となったわけではありません。教育用計算機システムで用いている基本

ソフトウェアは、利用者相互の協調作業の利便を考えて作られています。そのため、ある利用者のフ

ァイルを他の利用者からも読める（すなわちコピーできる）ように、ファイルの保護モードを各利用

者が設定することもできます。利用者の設定ミスによって、思いがけずファイルを他の利用者に読ま

れてしまうことも考えられます。このため、他の利用者に読まれたくないファイルは、教育用計算機

システム上に置かないほうが安全です。

11 本システムの運用管理について

教育用計算機システム運用管理者は、不正行為を発見した場合に、当該のアカウントの封鎖やコン

ピュータの利用一時停止等の緊急措置を行います。不正行為に使われたアカウントが盗用されたもの

であった場合、結果として盗用の被害者の利用を停止することになりますが、盗用の事実を確認後、

利用権を復活させます。

利用者の氏名、入学年、所属学部、ログイン名等、また本システムの利用頻度等は秘密情報として

は扱いません。また、匿名で本システムを利用することはできません。

教育用計算機システムは教育用設備ですから、利用者の財産権に関わる情報（クレジットカードの番

号、キャッシュカードの暗証番号など）や、個人の私生活のプライバシーに関わる情報は、システム内

に置かれることはないはずです。教育用計算機システム運用管理者は、可能な範囲で利用者のファイ

ル領域のプライバシーを尊重します。

ただし、不正なファイルの存在等については、定期的な自動探査を行ったり、必要に応じて手動操

作による内容の監査等を行うことがあります。また、機器故障の対策として、利用者の個人ファイル

領域を教育用計算機システム運用管理者が磁気テープ等にコピーし、保管することがあります。さら

に、特定の名前を持つファイルは一時作業用ファイルとみなして定期的に消去します。自動消去の対

象となるファイルは、別途広報します。

教育用計算機システムのコンピュータに暗号化したファイルを保管することは不正行為ではありま

せんが、何らかの不正行為の手段としてファイルの暗号化を行なっていると推定される場合には、内

容の開示を当該利用者に要求することがあります。
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また、ファイル領域の使用量や受信した電子メールのサイズには制約があります。この制約を越え

た利用者に関しては、ファイルや電子メールの消去を行なうことがあります。また、長期間読まれな

いまま放置されている電子メールは、教育用計算機システム運用管理者が削除することがあります。

12不正利用などに関する処分

コンピュータの盗難や破損は、その他一般の大学施設の盗難や破損の場合と同じように扱います。

不正行為の継続を防ぐため、あるいは発生を防止するための、アカウント停止等の緊急措置は、それ

を発見した教育用計算機システム運用管理者の判断で即座に行います。不正行為が行われた事実が判

明した後の処分の決定に際しては、委員会を設けて審議を行ない、その結果に基づいて執行します。

13ネットワーク・エチケット

一般にネットワークを快適に利用する際に注意すべきことがいくつかあります。これらは、主に「ネ

ットワーク・エチケット（略してネチケット）」と呼ばれるものです。ここではそれらのうち、電子メ

ールや電子ニュースを利用する場合に特に留意すべきことを列挙しておきます。詳しくは、ネットワ

ク・エチケットの Webサイトなどを参照してください。

．宛先アドレスの確認

電子メールを送る場合には、アドレスを間違えないようにしてください。特に、メーリングリス

トに個人的な電子メールを送付してしまわないように注意しましょう。電子ニュースの場合は、

投稿するニュースグループが適切かどうか確認しましょう。

・添付ファイルを避ける

電子メールにはファイルを添付することができますが、不必要にこの機能を使わないようしまし

ょう。相手は自宅や旅行先など、ネットワーク通信速度の遅い環境で電子メールを読んでいるか

もしれません。サイズの大きな電子メールは他の利用者にとって迷惑になります。

教育用計算機システムでは、サイズの大きな電子メール（例えば lMバイト以上）は、送信した

り受信したりできないように制限をかけています。この制限は電子メールの配送経路によって異

なりますので、教育用計算機システム外に電子メールを送る時や、教育用計算機システム外から

電子メールを送ってもらう時には特に留意して下さい。

・引用ぱ必要最低限に

電子メールに対して返事をするときに、全文を引用する必要がある場合はまれなはずです。引用

部分が必要最小限になるように心掛けましょう。

・機種依存文字を使わない

丸の中に数字が入っているような文字や、ローマ数字などは「機種依存文字」と呼ばれます。こ

れらの文字は別の機種（基本ソフトウェア）で読めませんから、使用しないようにしましょう。

・一行の文字数

一行がアルファベットで 80文字（かな漢字で 40文字）未満になるように、適宜改行を入れます。

一行が長いと、電子メールソフトウェアによってはたいへん読みにくくなるからです。

・チェーンメール

「A 型の血液が緊急に必要です。この電子メールをできるだけ多くの方へ転送してください。」と

いったような内容の電子メールが送られて来ることがあります。このようなメールは、内容の如

何に関わらず送信してはいけません。
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・フレーミング

相手の顔を見ながら話をする場合と異なり、電子メール、電子ニュース、電子掲示板では相手の
顔が見えません。このため、まったく別の意図にとられてしまい、相手を怒らせたり傷つけたり
することがあります。感情的な激しいやりとりを「フレーミング」 (flaming)と呼びます。感情的に
なって電子メールを書いた時には、一晩おいて冷静になったところで読み直すようにしましょう。
つねに思いやりをもって電子メールや電子ニュースの交換をしましょう。
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大阪大学総合情報通信システム利用者ガイドライン

このガイドラインは、大阪大学総合情報通信システム運用管理要項に基づき、主にその第 5の内容

を具体的にわかりやすい形で説明したものです。

I. はじめに

大阪大学総合情報通信システム(ODINS:Osaka Daigaku Information Network System)で提供されるコ

ンピュータネットワーク及びそれに接続されているすべてのコンピュータ・通信機器、及びそれらの

上で動作する通信ソフトウェアは、教育・研究を目的とした設備であり、 ODINS運用本部によって運

用管理されています。 ODINSが提供するサービスを利用する資格を与えられた者は、本ガイドライン

を遵守して国有財産である ODINSの円滑な運用の維持に協力しなければなりません。また、教育研究

を通じて、学術社会のみならず産業社会、市民社会、さらには地域社会に貢献できるように利用しな

ければなりません。このガイドラインは、 ODINS利用者である本学の教職員・学生及びこれらに準ず

る者の全員が上記の目的をよく理解し、 ODINSの目的を効果的に達成できるように、利用上の注意事

項をまとめたものです。

なお、個々の部局におけるネットワーク利用については、それぞれの部局において利用者ガイドラ

インや規定などが定められていますので、それらにも従ってください。

2. ODINSと学外ネットワーク

学外との通信は、 ODINSと広域通信ネットワークとの相互接続によって行われています。広域通信

ネットワークは、学術目的のネットワークのみならず商用目的のネットワークなども相互に接続され

ており、それぞれのネットワークの規模や性能も様々です。例えば、米国の大学の Webサイト（いわ

ゆるホームページ）を見るためには、いくつかのネットワークを経由してデータが送受信されます。

学外のネットワークは ODINS内部に比べて通信容量が小さいことを覚えておくべきです。すなわち同

じデータ量を送受倍しても、通信容量の小さいネットワークにかかる負担は、 ODINSにかかる負担よ

り大きくなります。従って、無用な大量のデータを送受信することは、できるだけ避けるべきでしょ

う。ODINSを利用すると世界中にアクセスできますが、ネットワークにはそれぞれの運用規則があり、

またそれを支える多くの人達がいることを忘れてはなりません。

3. ODINSの利用にあたって避けるべき行為

ODINSは物理的にはコンピュータ同士を接続するものですが、接続されているコンピュータを利用

するのは人間です。社会常識に従い、相手に対する配慮をもって利用してください。利用に当たって

は、以下の行為は避けねばなりません。

・法令又は公序良俗に反する行為

• 本学の教育・研究目的に反する行為

・ODINSの円滑な利用を妨げる行為

なお、 ODINSではその安全かつ適正な運用のために利用者の利用履歴がとられており、本項に反す

る行為をした場合には、警告、利用制限、所属部局への通報、利用者氏名や処分の公表などの措置を

とることがあります。

3.1法令又は公序良俗に反する行為

ODINSでの行為は治外法権ではありません。日本国内においては日本国内法が適用されます。特に

関連の深い法令としては、著作権法などの知的財産権諸法、いわゆる不正アクセス禁止法、刑法、民

法、商法などがあります。また、外国に影響を及ぽすときは外国法の適用を受ける可能性があること

にも留意せねばなりません。例えば、次のような行為をしてはなりません。また、自ら行わなくても、

他人にこれを行わせた場合でも、違法とされることがあります。さらに、法令で定められていなくて

も、一般社会でしてはならない行為があります。
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(1)基本的人権の侵害

ネットワークの利用に限らず、基本的人権を尊重しなければなりません。

(2)差別的表現のネットワーク上での公開

人種・性別・思想信条などに対する差別的な発言をネットワークで公開することは、日本国憲法
の定める基本的人権尊重の精神に反することとなります。

(3)誹謗中傷を行うこと

ネットワークの利用に限ったことではありませんが、他人を誹謗中傷することは名誉毀損で訴え
られることがあります。

(4)プライバシーの侵害

ODINS利用者の個人情報は尊重されますが、利用者は他人の個人情報も尊重しなければなりませ
ん。個人情報や私信などを無断で公開してはなりません。

(5)利用資格のないコンピュータや通信機器への侵入

ODINSの内外を問わず、ネットワーク上の利用資格のないコンピュータや通信機器を使用しては
なりません。 ODINSから他組織のネットワークヘ不正に侵入した場合、大阪大学全体が外部のネ
ットワークとの接続を切られるだけでなく、場合によっては国際間題に発展する可能性がありま
す。また、他組織への不正な侵入を試すようなことも絶対にしてはなりません。また、侵入しな
くとも、ネットワーク上を流れるデータを読み取るような盗聴行為も絶対にしてはなりません。

(6)知的財産権の侵害

知的財産権は、人間の知的創作活動について創作者の権利に保護を与えるものです。絵画・小説・
ソフトウェアなどの著作物、デザインの意匠などを雌重することに心がけて下さい。著作物の無
断複製や無断改変はしてはなりません。

例えば、本・雑誌 ・Webページなどに提供されている文章・図・写真・映像・音楽などを、無許
可で複製あるいは改変して、自分の Webページで公開したり、ネットニュースに投稿したりして
はいけません。著作権の侵害だけではなく、会社のロゴや商品を示す商標については商法・商標
法などの侵害に、芸能人の写真など肖像については肖像権の侵害になることがあります。また、
大学が使用許諾契約を結んでいるソフトウェアやデータをコピーしてはなりません。

(7)わいせつなデータの公開

ODINSを用いてわいせつな画像・音声などを公開してはなりません。また、それらへのリンクを
提供してはなりません。

(8)利用権限の不正使用

利用者は、有償無償を間わず、自分の利用権限（アカウント）を他人に使わせてはなりません。
利用者は、パスワードを厳格に管理する責任があります。本人のログイン名で他人に計算機やネ
ットワークを使用させることも、ファイル格納領域などのネットワーク資源を他人に使わせるこ
ともこれに含まれます。また、他人のログイン名でログインすること、及び、他人のログイン名
を騎って、電子メール・ネットニュース・電子掲示板を使用してはなりません。

(9)ストーカ行為及び嫌がらせ行為をすること

ネットワークを通じて、相手が嫌がるような内容のメールを一方的に送るなどの行為や大鼠のデ

ータを送りつけるなどの行為はしてはなりません。

3.2教育・研究目的に反する行為

ODINSは教育・研究の円滑な遂行に資するために運用されています。教育、研究及びその支援とい
う設置目的から逸脱する以下のような行為は、利用制限などの処分の対象になることがあります。

(1)政治・宗教活動

本ネットワークは国有財産ですから、特定の政治・宗教団体に利便を供するような活動に用いて

はいけません。

(2)営利を目的とした活動の禁止

広告・宣伝・販売などの営利活動のために Webページや電子メールを用いてはなりません。塾の
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プリントを作成したりすることもこれに含まれます。

(3)目的外のデータの保持

個人のファイル領域や Webページ領域に、教育・研究の目的に合致しないものを置いてはなりま

せん。

3.3 ODINSの円滑な運用を妨げる行為

ODINSの運用を妨害する行為は禁止します。物的な加害は言うまでもなく、例えば、 ODINSネット

ワークに悪影響を与えたり、他の利用者に迷惑をかけたりするような過剰な利用は避けねばなりませ

ん。また、以下の行為は禁止されています。

(I) ODINS通信機器の配線及び周辺機器の接続構成を変更すること。また、そのようなことを試みるこ

と。

(2)ネットワークのソフトウェアの構成を変更すること。また、そのようなことを試みること。

(3)ネットワークの正常な機能を損なうようなソフトウェアを導入したり、利用したりすること。また、

そのようなことを試みること。

(4)不必要に大量のファイルを一度に送受信するなど、ネットワークの正常な機能を損なうような通信

をすること。

4. ネットワークを快適に利用するために

法令や公序良俗に反せず、教育・研究目的に合致した利用であっても、注意すべきことがいくつか

あります。ここでは簡単に触れておきます。

(1)品位をもって利用する

大阪大学の構成員としての品位を保って利用すべきことは言うまでもありません。品位に欠ける

メッセージの発信は謹んで下さい。

(2)他人を思いやって利用する

大量のデータを送受信したりすると、 ODINSネットワークを利用している他の人に迷惑をかける

ことになりますから、十分注意してください。メールソフトで、メールの到着状態を調べる時間

間隔を極端に短くするなども、そのシステムを共有している利用者への迷惑になりますし、運用

妨害になることもあります。また、サイバーメデイアセンターの教育用計算機システムのように

共同で利用するコンピュータ設備は、ネットサーフィンで占有したりせずに、他人に対する思い

やりをもって利用してください。

(3)パスワードを適正に管理する

パスワードはあなたが正規の利用者であることを確認するために大切なものです。自分のパスワ

ードを友人に教えたり、友人のパスワードを使ってコンピュータを用いたりしてはなりません。

パスワードを教えた人、教えてもらって利用した人の双方が責任を負うことになります。パスワ

ドの文字列に工夫する、手帳や携帯電話機などにメモしない、パスワードを定期的に変更する

ことです。他人がパスワードを入力するときには、その人の手元を見ないという配慮もよく行わ

れています。アカウントを盗用されても、直接的な経済的不利益は被らないかもしれません。し

かし、例えば、パスワードを知られたために、自分のアカウントから他人を侮辱する内容の電子

メールが発信された場合、あなたが侮辱行為者として扱われます。また、あなたのアカウントを

利用して他の計算機への侵入行為が行なわれた場合（これを踏台アタックと呼びます）、アカウン

トを盗用された被害者が、まず最初に犯人として疑われるのです。

(4)プライバシーを守る

共用のサーバコンピュータに置かれたファイルには、他の利用者から読まれないようにアクセス

権限を設定できることが多いので、適切に設定しましょう。誰からも読める、または誰からも書

き込めるという状態は非常に危険です。また、他人のファイルが読めるようになっていたとして

も、無断でその内容を見ることはやめましょう。 Webページ・ニュース・掲示板などに、個人の
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プライバシー情報を提供することも危険につながります。

(5) ODINSのセキュリティ保持に協力する

上記(1)~(4)の他に、 ODINSのセキュリティを保持するために、利用者自身が注意すべきことがあ
ります。例えば、コンピュータウィルスを持ち込まない、不信な発信元からのメールを開かない、
自分の管理しているコンピュータにウィルス対策ソフト（ワクチンソフト）を導入しウィルス検
知パターンを常に最新状態に保つ、ODINSの故障や異常を見つけたら速やかに管理者に通報する、
などがこれに該当します。

(6) ネチケットを守る

一般にネットワークを快適に利用する際に注意すべきことがいくつかあります。これらは、主に
ネットワーク・エチケット（略してネチケット）を呼ばれるものです。詳しくは、ネチケットの
Webサイト（例えば、 http://www.cgh.ed.jp/netiquette/)などを参照してください。

5. あとがき

このガイドラインの作成に当たっては、次の資料を参考にしました。

• 「ODINS利用に関するエチケット」（情報処理教育センター齊藤明紀）大阪大学総合情報通信システ
ムニュース No.I

・「ネットワーク市民の手引き 広島大学コンピュータ及びコンピュータ・ネットワーク利用ガイドラ
イン」（広島大学情報通信・メデイア委員会編）

・「コンピュータネットワーク安全・倫理に関するガイドライン」（東北大学）

以上
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